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月                    月 間 評 価 

 
 
  

４ 
 
 
 
 

 例年行われる新入園児と在園児の交流会なかよし会は１０名以上の新入園児
を迎えにぎやかに行われた。新入園児と在園児たちが親交を深めた。 

新年度にあたり園児と保護者の立場に立った保育を行うよう園長より指示、
事故や怪我等がないように皆で協力し合うことを話し合う。年間の事業計画を
立てて、保育が滞りなく行えるようにした。 

地域から多くの卒園生たちが小・中の入学式を機に園を訪ねてくれた。 

中旬にはこいのぼりを上げ子どもたちに季節の行事の意味合いを教えた。 
 昨年より早く園庭のおとなりにお借りしている畑で芋の苗植えをした。土に
触れ自然の中で食物が育つことを学び収穫への期待を膨らませた。 

全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認定こど
も園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  

５ 
 

 健康診断は例年通り実施した。 

地域から都城東高等学校の看護実習を３名受け入れた。 

 上米公園に遠足の予定だったが天候不良のため小雨の合間を見て年長・年中
時のみ遊具で遊びにバスででかけた。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認定こ
ども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  

６ 
 
 
 

 雨の日でも室内で工夫して遊ぶこと、お友達とおもちゃを共有したり譲り合
ったりしながら遊ぶことに気をつけさせた。 

 下旬に予定されたプール開きは天候不良のため来月に延期となった。 

 日程の関係で歯科検診・内科健診ともに今月となった。子どもたちにとって
自分の体を意識するきっかけになったと感じる。 

 保育参観が行われた。子どもたちのふだんの様子を保護者に見てもらった。
見やすさについて保護者から様々な意見をもらい改善の余地があると実感させ
られた。 
 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、児童福祉法、認定こども園教育
保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  

７ 
 
 
 
 
 

 プール開きを行った。水遊びは特に危険なので、いつも以上に先生の指示を
守るよう子どもたちに理解をさせた。 

 年長・年中児はご当地ヒーロー「ヒムカイザー」のショーを見に行った。 

七夕誕生会、夏祭りと日本伝統の夏の行事に親しみその雰囲気を味わった。
夏祭りは天候不良のため屋内で行った。 

恒例の地域の小学校６年と年長児の異年齢交流を行った。宮崎総合博物館、
大淀川学習館で公共施設でのマナーを学ばせ、知的好奇心を大いに育んだ。 

町教育課が保護者が就学に不安を抱えている園児のようすを見るために来園
した。 

 地域からは都城農業高校の生徒１名を就業体験で受け入れた。 

全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認定こ
ども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  

８ 
 
 
 

 引き続きプール遊びを楽しみ心身の発達と安全のためにルールを守る大切さ
を学ばせた。 

お店屋さんごっこは各クラスで行い、お客になったり売り子になったりする
ことで社会生活への関心を持たせた。運動会の練習が始まった。子どもたちの
ペースや自主性を尊重しつつ友達と協力して物事を行うことの面白さや大切さ
を伝えた。 

 地域からは南九州大学より実習生を受け入れた。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認定こ
ども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
 
 



月                    月 間 評 価 

 
 
  ９ 
 

 地域から台風の影響もあり南九大の実習生を前月に引き続き受け入れた。 

10/5に行われる運動会へ向け練習を行った。子どもたちには集団行動の中で
も自分の個性を生かせることを学ばせた。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認定
こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
１０ 
 
 
 

 第５２回くるみ保育園の運動会を開催した。我が子の成長を保護者の皆様
に感じていただけたと感じた。子どもたちも自分の頑張りが人を楽しませる
ことができるという気づきを得た。 

 園での避難訓練には消防署より消防車に来てもらい記念撮影を行った。そ
れとは別にちびっこ消防の広場という防災イベントにも参加した。火事の恐
ろしさを学び、防災のために働く人や車に親しみを覚えてもらった。 

 年長児はお泊り保育があった。台風の影響もあり外部施設ではなく園内で
１泊２日を過ごし親元を離れ様々な体験をさせた。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
１１ 
 
 
 

 年長児は三股町のふるさとまつり及び作品展に参加した。郷土の踊りに親
しませることができた。 

 劇団飛行船の観劇に年長・年中児で参加した。公共施設での観劇のマナー
を学ばせることができ、劇を大いに楽しんでくれた。 

 年長児が三股西小学校との交流会に参加した。進学への自覚を持つことに
つなげることができた。 

楽しみながらおゆうぎ会の練習に取り組みリズムに合わせて体を動かすこ
との面白さを学んでいる。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
１２ 
 
 
 

 第５２回おゆうぎ会を実施した。園児たちは歌やダンスを人前で披露する
ことの楽しさを知り、表現の面白さを学んだ。 

 もちつきを園庭で行い実際に杵を持ってもちをついてみるなどして季節感
を味わってもらった。 

 クリスマス誕生会ではやってきたサンタクロースと一問一答やダンスを楽
しむなどして想像力を育んだ。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  １ 
 
 

  年頭、休み明けながら園児たちは皆元気に登園し新年を祝った。 

 地域の消防団の出初式に参加予定だったが天候不良のため三股町保育会全
園不参加となった。法被を着せ纏を持った写真だけ保護者に送信した。 

 年末に作った凧を各クラスで揚げた。日本の伝統に触れ季節感を感じさせ
ることができた。 

 年長児は園内の木になったミカン狩りをおこなった。１年間成長を見て来
た八朔の収穫を通じ、自然の恵みについて学んだ。 

 全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  ２ 
 
 
 

 豆まき誕生会を行い日本の伝統的な行事に親しませた。 

交通安全指導員を迎えて交通安全指導を行った。特に４月から小学校の児
童はよく理解したようである。 

年長児は４月から６年生になる当園の卒園生と科学技術館の見学に出かけ
異年齢交流を行った。 

全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 
 
  ３ 
 
 
 
 

 ひな祭りの飾付をし伝統行事への関心を深めた。ひな祭り誕生会ではそれ
ぞれのクラスのひな人形を披露し日本の伝統的行事に親しんだ。 

お別れ遠足を行い年中以下の在園児たちが年長児との別れを惜しんだ。 

マラソン大会を行い競うことの面白さ粘り強さを学ばせた。 

卒園式を行った。園児と保護者へ区切りとなるセレモニーを提供した。終
了後は職員・卒園児の出し物を披露した。 

  全体の保育は憲法の精神、児童憲章の精神、食育基本法、児童福祉法、認
定こども園教育保育要領に則り、正しく子どもの立場に立って行われた。 

 


